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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№１  

再見解書 

１－①② 

現在、法面緑地につきましては所有形態や管理方法について検討しており、まだ決

まってはおりません。今後、行政とも協議の上、所有形態や管理方法、更には将来

に渡る法面の整備方針等を決定していきたいと思っております。決定次第、地元自

治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えております。ご理解賜りた

く存じます。 

 

２ 

計画地では、地区計画若しくは建築協定により、建物高さ等の制限をする予定です

が、具体的な検討は今後行っていく予定であり、民活用地の造成工事開始時頃まで

に決定する予定です。決定に際しては地元自治会と意見交換させて頂くと共に決定

次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えております。

ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№２ 

再見解書 

１．法面緑地の所有形態や管理方法については、現在検討中であり、決定していま

せん。法面緑地の整備方針についても、所有形態や管理方法が大きく影響する

ため、今後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

２．法面緑地の整備方針については、所有形態や管理方法が大きく影響するため、

今後、行政を含めて協議していく予定です。なお、新設する集会所に法面緑地

を取り込み、緑地空間の中を通って「みはらし遊園」とつなぐような計画を考

えております。ご理解賜りたく存じます。 

 

３．上記同様に法面緑地の整備方針については、所有形態や管理方法が大きく影響

するものであり、今後、行政を含めて協議していく予定です。なお、新設する

集会所に法面緑地を取り込み、緑地空間の中を通って「みはらし遊園」とつな

ぐような計画を考えております。ご理解賜りたく存じます。 

 

４．法面緑地の整備方針については、所有形態や管理方法が大きく影響するもので

あり未定です。今後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じ

ます。 

 

５．新設する集会所に防災倉庫を設置し、防災備品を備える予定です。ご理解賜り

たく存じます。 

 

６．法面緑地の所有形態や管理方法については、現在検討中であり、決定していま

せん。法面緑地の整備方針についても、所有形態や管理方法が大きく影響する

ため、今後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

７．現在の土地所有者は大阪府となるため、緑地帯の維持管理につきましては、大

阪府に申し伝えます。ご理解賜りたく存じます。 
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貴重なご意見誠にありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4 

 

大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№３  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№４  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№５  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№６  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№７  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№８  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№９  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

再見解書 
先般の見解書時にも述べさせて頂きましたが、「吹田市開発事業の手続等に関する

条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が当該計画建物の高さの２倍の範囲内

の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）以外の住民様のご意見も含まれて

おりますが、今回も見解を述べさせて頂きます。 

 

№１０  

再見解書 

（１） 

見解書にも記載致しましたが、法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検

討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・

管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定

です。決定次第、地元自治会を通じ関係する近隣住民様にはご報告したいと考えて

おります。ご理解賜りたく存じます。 
 

（２） 

関係法令を遵守致します。 

 

戸建隣接地沿いに道路・遊歩道を設けることにつきましても、上記（１）に記載致

しました通り、法面緑地の整備方針は未定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見、誠にありがとうございます。 
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